
育
主
事
、29
年
か
ら
瑞
浪

市
教
育
委
員
会
教
育
主
事

と
な
り
、社
会
教
育
・生
涯

学
習
を
推
進
し
つ
つ
、大

湫
宿
や
瑞
浪
の
歴
史
・
史

跡
な
ど
の
調
査
・
研
究
に

着
手
し
ま
し
た
。

　
昭
和
43
年
か
ら
は
瑞
浪

市
史
の
編
纂
に
も
着
手
し
、

49
年
に
刊
行
を
果
た
し
て

い
る
ほ
か
、こ
れ
に
前
後

し
て
多
く
の
研
究
成
果

（
書
籍
）を
著
す
と
と
も
に
、

琵
琶
峠
の
石
畳
を
発
見
す

　
渡
邉
俊
典
氏
は
日
吉
町

深
沢
に
生
ま
れ
、日
吉
第
二

小
学
校
、朝
鮮
全
州
公
立
南

中
学
校
、同
官
立
全
州
師
範

学
校
を
卒
業
し
て
小
学
校

教
員
と
な
り
ま
し
た
。

　
昭
和
22
年
の
結
婚
を
機

に
大
湫

町
に
移

り
、
同

28
年
に

釜
戸
村

教
育
委

員
会
教

る
な
ど
文
化
財
の
保
存
な

ど
に
も
大
き
な
足
跡
を
残

し
ま
し
た
。

　
図
書
館
長
や
化
石
博
物

館
長
な
ど
を
歴
任
後
、58

年
に
市
役
所
を
退
職
。そ

の
後
も
「
瑞
浪
郷
土
史

シ
リ
ー
ズ
」や
「
ふ
る
さ

と
大
湫
百
話
」な
ど
多
数

の
書
籍
を
出
版
す
る
な
ど
、

郷
土
史
の
研
究
と
公
表
に

尽
力
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
書
籍
は
当
市

の
歴
史
や
文
化
財
を
学
ぶ

上
で
今
日
で
も
重
要
な
成

果
と
評
価
で
き
ま
す
。

【
解
説
】
瑞
浪
市
教
育
委

員
会
ス
ポ
ー
ツ
文
化
課

�

砂
田
　
普
司
　
氏

郷
土
史
の
研
究
と
公
表
に
尽
力

  

渡
邉 

俊し
ゅ
ん

典す

け

氏

大
正
14
年（
１
９
２
５
）～
平
成
23
年（
２
０
１
１
）　【
大
湫
】
瑞浪市ゆかり

の偉人 ⑯

◎お問い合わせ　瑞浪市役所市民協働課 ☎68-9756

事業主の皆さまへ

社会保険手続き※は電子申請を利用ください
※資格取得届・資格喪失届・算定基礎届・月額変更届・賞与支払届・被扶養者(異動〉届等の健康保険や厚生年金保険等に関わる手続き

日本年金機構への各種お手続きは、「新型コロナウイルス感染症」の感染防止のためにも、
電子申請の活用をお願いします。
電子申請のメリット
●年金事務所、ハローワークや郵便局に行く必要がありません。（自宅や職場などから申請できます。）
●移動時間の節約や交通費、郵送費などの削減が期待できます。
●24時間365日、いつでも申請が可能です。
電子申請がいちばん早い！
　電子申請なら、紙や電子媒体による申請よりも早く処理が行われます。例えば、保険証は、紙での申
請より電子申請の方が３～４日早く届きます。
電子申請がさらに利用しやすくなりました！
　本年４月より、資格取得届・資格喪失届など主要な手続について、電子証明書
がなくても、無料で取得可能なID・パスワード（GビズID）で電子申請できるよう
になりました。
　「ＧビズＩＤ」を活用した電子申請は、日本年金機構ホームページから無料でダ
ウンロードできる「届書作成プログラム」をご利用ください。
　　　　　　　日本年金機構　hｔｔps://www.nｅnkin.go.jp/dｅnｓhiｂｅｎｒｉ/

瑞浪市が行う移住促進施策の紹介
移住促進奨励金
令和 2年 1 月 2 日以降に転入し、令和 2年 1 月 2 日
～令和 5年 1月 1日までに市内で新築・中古住宅を取
得した方に、奨励金として総額 30 万円分の商品券を
交付しています。
奨励金の申請期間は令和 5年 5月 15日（月）までです。

新たに「子育て世帯等移住促進奨励金」の
 募集を開始しました
令和５年１月２日以降に転入し、令和5年1月2日以降に
市内で新築・中古住宅を取得した子育て世帯等※の方に、
30万円の奨励金を交付します。
※�18歳未満の子どもがいる世帯または配偶者のいずれかが40歳未満
の世帯

渡邉俊典氏の書籍

だ
し
、
大
型
店
に
つ
い
て

は
、
登
録
し
た
口
座
へ
翌

週
の
火
曜
日
（
祝
日
の
場

合
は
翌
日
）
に
振
替
す
る

も
の
と
す
る
。

■
換
金
手
数
料

金
融
機
関
で
の
換
金
手
数

料
は
無
料

■
登
録
料

取
扱
い
事
業
者
の
登
録
手

数
料
は
無
料

■
登
録
資
格

瑞
浪
市
内
で
小
売・飲
食・

サ
ー
ビ
ス
・
土
木
・
建
設
・

建
築
業
等
の
事
業
を
営
む

も
の
。
　

■
加
盟
店
応
募
先

瑞
浪
商
工
会
議
所

※
昨
年
登
録
し
て
い
た
だ

い
た
事
業
者
は
引
き
続
き

の
登
録
と
な
り
ま
す
。

を
募
集
し
ま
す
。

　
こ
の
機
会
に
是
非
ご
応

募
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
ご

案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

■
募
集
期
間

５
月
31
日
㈬
ま
で

■
利
用
期
間

７
月
１
日
㈯
～
12
月
31
日
㈰

■
換
金
期
間

７
月
１
日
㈯
～

令
和
６
年
１
月
19
日
㈮

（
厳
守
）

■
換
金
手
続
き

奨
励
券
の
裏
面
に
店
名
を

記
入
し
、
当
所
指
定
の
金

融
機
関
に
依
頼
書
と
と
も

に
換
金
を
依
頼
す
る
。

■
口
座
振
替
に
つ
い
て

加
盟
店
の
登
録
し
た
口
座

へ
翌
々
営
業
日
中
に
振
替

さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
た

　
瑞
浪
商
工
会
議
所
は
、

瑞
浪
市
の
交
付
す
る
移
住

定
住
人
口
増
の
た
め
の
奨

励
金
（
商
品
券
）
事
業
の

業
務
委
託
を
受
け
、
左
記

の
よ
う
に
取
扱
い
事
業
者

※
た
だ
し
、
新
規
、
継
続

に
関
わ
ら
ず
市
税
の
滞
納

が
な
い
こ
と
。

■
移
住
定
住
奨
励
券
に
関

す
る
お
問
い
合
わ
せ
先

瑞
浪
市
役
所
市
民
協
働
課

☎
６
８-

９
７
５
６

■
加
盟
店
に
関
す
る
お
問

い
合
わ
せ
先

瑞
浪
商
工
会
議
所

☎
６
７-

２
２
２
２

社
の
特
色
や
雰
囲
気
、
社

員
さ
ん
た
ち
の
働
い
て
い

る
様
子
が
写
真
や
動
画
で

見
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

各
企
業
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
へ
の
リ

ン
ク
も
あ
り
、
よ
り
深
く

企
業
の
情
報
を
知
る
こ
と

が
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ

い
。

案
」「
企
業
の
経
営
判
断
」

な
ど
を
目
的
に
し
て
い
ま

す
。
調
査
を
お
願
い
す
る

企
業
・
事
業
所
や
団
体
の

皆
様
に
は
、
国
が
調
査
を

委
託
し
た
事
業
者
か
ら
、

調
査
票
な
ど
の
調
査
書
類

を
５
月
か
ら
順
次
郵
送
し

ま
す
の
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
（
難
し
い
場
合
は
郵

送
）
に
て
、
ご
回
答
を
お

願
い
し
ま
す
。

詳
し
く
は
、
左
の
Ｑ
Ｒ
コ

ー
ド
の
経
済
構
造
実
態
調

査
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　
市
内
に
就
職
を
希
望
す

る
高
校
生
、
大
学
生
や
一

般
求
職
者
を
対
象
と
し
た

瑞
浪
市
合
同
企
業
説
明
会

「
オ
ー
ル
瑞
浪
・
企
業
フ

ェ
ス
２
０
２
３
」
が
、
Ｗ

Ｅ
Ｂ
を
活
用
し
て
12
月
28

日
ま
で
閲
覧
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　
市
内
の
、
26
の
企
業
が

参
加
し
て
お
り
、
文
章
だ

け
で
は
伝
わ
り
に
く
い
会

　
総
務
省
・
経
済
産
業
省

で
は
６
月
に
全
て
の
産
業

に
お
け
る
企
業
・
事
業
所

や
団
体
を
対
象
と
し
て

「
経
済
構
造
実
態
調
査
」

を
実
施
し
ま
す
。

　
経
済
構
造
実
態
調
査
は
、

全
て
の
産
業
に
お
け
る
企

業
・
事
業
所
や
団
体
の
経

済
活
動
の
状
況
を
明
ら
か

に
す
る
、
統
計
法
に
基
づ

く
報
告
義
務
の
あ
る
期
間

統
計
調
査
で
あ
り
、「
国

民
経
済
計
算
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
統

計
）
の
精
度
向
上
」「
よ

り
正
確
な
景
気
判
断
・
効

果
的
な
行
政
施
策
の
立

▲奨励券見本

市
内
で
就
職
を
希
望
す
る
求
職
者
を
対
象
に

｢

企
業
フ
ェ
ス｣

を
Ｗ
Ｅ
Ｂ
で
開
催
中
！

◉ 

◉ 

企
業
の
情
報
を
知
る
良
い
機
会

移
住
定
住
奨
励
券
取
扱
い
加
盟
店
を
募
集
中

総
務
省・経
済
産
業
省
の

�

「
経
済
構
造
実
態
調
査
」に
ご
協
力
を

� （1）第 616 号� みずなみ商工会議所ニュース� 令和 5年 5月 1日
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瑞
浪
商
工
会
議
所
中
小
企
業
相
談
所

☎
０
５
７
２
︲
６
７
︲
２
２
２
２

　
０
５
７
２
︲
６
７
︲
２
２
３
０

info@
m
zcci.or.jp

FAX

相
談
所
だ
よ
り

おじゃま
します

リレー訪問リレー訪問

「ビームス ジャパン監修」地場産品ブラッシュアップ参加事業者を募集中！
瑞浪市では、ビームス ジャパンに地場産品の監修を希望する市内事業者を募集中です。

ぜひ積極的にご参加ください。募集期間は、令和5年5月17日（水）までです。
◎お問い合わせ
瑞浪市役所市民協働課　☎68-9756

お問い合わせ先　瑞浪商工会議所

今
回
は
カ
フ
ェ
ー
清
涯
荘
さ

ん
の
ご
紹
介
で
カ
マ
ド
ブ
リ
ュ

ワ
リ
ー
さ
ん
を
訪
問
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

創
業２

０
２
０
年
4
月
23
日
（
地

ビ
ー
ル
の
日
）
に
会
社
を
設
立

し
ま
し
た
。
私
は
大
学
進
学
で

北
海
道
に
行
き
、
当
地
の
テ
レ

ビ
局
に
報
道
記
者
と
デ
ィ
レ
ク

タ
ー
と
し
て
就
職
を
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
青
年
海
外
協
力
隊
に

入
り
発
展
途
上
国
の
ラ
ジ
オ
局

で
支
援
を
し
ま
し
た
。
そ
こ
で

の
経
験
か
ら
日
本
の
地
域
の
為

に
な
る
仕
事
が
し
た
い
と
の
思

い
が
強
く
な
り
、
東
京
の
広
告

会
社
の
地
方
創
生
の
仕
事
に
つ

る
様
、
工
夫
を
し
て
い
ま
す
。

将
来
に
つ
い
て

麦
芽
カ
ス
が
仕
込
み
の
際
に

出
て
く
る
の
で
、
活
用
で
き
な

い
か
色
々
考
え
て
い
ま
す
。
以

前
は
、
地
元
の
高
校
生
と
麦
芽

ク
ッ
キ
ー
な
ど
を
作
り
ま
し
た
。

今
後
は
、
パ
ン
な
ど
も
作
れ
な

い
か
、
試
行
錯
誤
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
移
住
関
係
に
も
力
を
入

れ
て
い
ま
す
。
田
舎
に
住
み
た

い
と
考
え
て
い
る
様
々
な
方
に

瑞
浪
に
移
住
し
て
頂
け
る
よ
う
、

空
き
家
な
ど
を
紹
介
出
来
た
ら

な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

趣
味ク

ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
を
飲
み
に

行
く
事
で
す
。
全
国
に
７
０
０

近
く
の
醸
造
所
が
あ
り
ま
す
が
、

滋
賀
や
大
阪
な
ど
近
郊
の
醸
造

所
に
行
く
こ
と
が
多
い
で
す
。

カ
マ
ド
ブ
リ
ュ
ワ
リ
ー

瑞
浪
市
釜
戸
町
３
１
５
４
‐
３

東
　
恵
理
子

☎
０
５
７
２
‐
５
１
‐
２
６
２
０

次
回
は
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型

事
業
所
む
す
び
瑞
浪
さ
ん
を
訪

問
し
ま
す
。

き
ま
し
た
。
全
国
各
地
で
町
づ

く
り
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
る

と
き
に
、
醸
造
長
さ
ん
と
知
り

合
い
、
地
元
東
濃
で
町
づ
く
り

を
し
た
い
と
の
思
い
を
伝
え
た

と
こ
ろ
、
一
緒
に
や
り
ま
せ
ん

か
？
と
言
っ
て
い
た
だ
い
た
の

を
き
っ
か
け
に
、
市
の
創
業
補

助
金
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
、

釜
戸
に
工
場
を
作
る
こ
と
が
出

来
ま
し
た
。

仕
事
内
容

東
濃
の
魅
力
を
詰
め
込
ん
だ

ビ
ー
ル
づ
く
り
を
し
て
い
ま
す
。

た
だ
ビ
ー
ル
を
作
る
だ
け
で
な

く
、
地
元
の
副
原
料
を
使
っ
た

香
り
づ
け
を
し
て
い
ま
す
。

販
売
は
、
店
舗
以
外
に
ネ
ッ

ト
販
売
に
も
対
応
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
き
な
ぁ
た
瑞
浪
や
、
東

京
に
い
た
頃
の
繋
が
り
も
使
っ

て
、
東
京
等
の
ビ
ア
バ
ー
に
も

販
売
し
て
い
ま
す
。

２
０
２
１
年
12
月
に
は
ク
ラ

ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
場
内

に
ビ
ア
バ
ー
も
整
備
し
ま
し
た
。

モ
ッ
ト
ー

ビ
ー
ル
を
通
し
て
東

濃
の
魅
力
を
発
信
す
る
こ

と
で
す
。
ビ
ー
ル
に
魅
力

を
込
め
て
製
造
・
販
売
を

し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、

ラ
ベ
ル
な
ど
の
デ
ザ
イ
ン

は
地
元
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
さ

ん
に
依
頼
し
て
、
瑞
浪
の

特
色
が
わ
か
る
も
の
に
し

て
い
ま
す
。
ビ
ア
バ
ー
の

ビ
ア
カ
ッ
プ
は
、
ビ
ー
ル

の
種
類
に
よ
っ
て
使
い
分

け
を
し
て
楽
し
ん
で
頂
け

東　恵理子氏 276

経営セーフティ共済は取引先の突然の倒
産時にあなたを守る安心の共済制度です。
・最高3,200万円の共済金の貸付
・共済金の貸付は無担保・無保証
・掛け金は5,000円～80,000円／月
・掛け金は税法上損金又は必要経費に算入
【お問い合わせ先】瑞浪商工会議所まで

セーフティ共済

地
元
の
魅
力
を
ビ
ー
ル
と

共
に
全
国
各
地
へ
！

　
マ
ル
経
融
資
と
は
正
式

名
を
「
小
規
模
事
業
者
経

営
改
善
資
金
融
資
制
度
」

と
い
い
、
商
工
会
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地域を支える小規模事業者等の皆様へ

「小規模事業者持続化補助金」が拡充されます
持続化補助金で販路開拓 !!

【事業目的】
小規模事業者※等が経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受け
ながら取り組む販路開拓を支援

【補助上額】
50～200万円
⇨免税事業者から適格請求書発行事業者に転換する場合、一律に50万円の補

助上限上乗せを行います。 （最大250万円）
【補助率】

２／３（賃金引上げに取り組む事業者のうち、赤字事業者は３／４）
【補助対象】

店舗改装、広告掲載、展示会出展費用など

※常時使用する従業員数が「商業・サービス業（宿泊業、娯楽業を除く） 」の場合5人以下、それ以外
の業種の場合20人以下である事業者

措置内容 令和4年度第2次補正予算において、「一律に50万円の補
助上限上乗せ」をします（最大250万円）。

免税事業者から適格請求書発行事業者に転換する事業者（インボイス転換事業者）を
対象に、全ての枠で一律に50万円の補助上限を上乗せし、販路開拓（税理士への相談費
用を含む）を支援します。

通常枠 特別枠
賃金引上枠 卒業枠 後継者支援枠 創業枠

補助率 ２／３（賃金引上げ枠のうち赤字事業者は３／４）
補助上限 50万円 200万円

インボイス 
特例

50万円※

※インボイス特例の要件を満たす場合は、上記補助上限額に50万円を上乗せ

【申請要件】
○賃金引上枠⇒事業場内最低賃金を地域別最低賃金より＋30円以上とした事業者
○卒業枠⇒小規模事業者として定義する従業員数を超えて規模を拡大する事業者
○後継者支援枠⇒アトツギ甲子園のファイナリスト等となった事業者
○創業枠⇒過去3年以内に「特定創業支援事業」による支援を受け創業した事業者
○インボイス特例⇒免税事業者のうち適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者
※過去の公募回において、 「インボイス枠」で採択され事業を実施した事業者は、
「インボイス特例」の対象外です。

※申請要件等の詳細は、右記 QR コードの公募要領等をご確認ください。

応募締切／2023年6月1日（木）

令和5年度 雇用保険料率のご案内
◆令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率は以下の

とおりです。
・失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに

6/1,000に変更になります（農林水産・清酒製造の事業及び建
設の事業は7/1,000に変更になります。）。

・雇用保険二事業の保険料率（事業主のみ負担）は、引き続き
3.5/1,000です（建設の事業は4.5/1,000です。）。

〈令和5年度の雇用保険料率〉
負担者

事業の種類

①労働者負担
（失業等給付・育児休業

給付の保険料率のみ）

②
事業主負担 ①＋②

雇用保険料率失業等給付・
育児休業給付の

保険料率
雇用保険二事業

の保険料率

一般の事業 6/1,000 9.5/1,000 6/1,000 3.5/1,000 15.5/1,000
（令和4年10月～） 5/1,000 8,5/1,000 5/1,000 3.5/1,000 13.5/1,000

※
農林水産・

清酒製造の事業
7/1,000 10.5/1,000 7/1,000 3.5/1,000 17.5/1,000

（令和4年10月～） 6/1,000 9.5/1,000 6/1,000 3.5/1,000 15.5/1,000

建設の事業 7/1,000 11.5/1,000 7/1,000 4.5/1,000 18.5/1,000
（令和4年10月～） 6/1,000 10.5/1,000 6/1,000 4.5/1,000 16.5/1,000

（枠内の下段は令和4年10月～令和5年3月の雇用保険料率）

＠024zkqpu（右記QRまたは IDより追加）

経営に役立つ情報更新中 !! あなたの経営のヒントにしませんか ?!

瑞浪商工会議所　LINE公式アカウント
友だち登録募集中


